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事務局    協議会のほうを始めさせていただきます。 

       まず初めに、今開催につきましては、新型コロナウイルス感染症

対策のため、一般傍聴は中止として、説明員も最小限の出席とさ

せていただいておりますのでご了承ください。 

       それでは、初めに、今年度新たにオブザーバーとなられました委

員のご紹介をさせていただきます。 

       Ａ病院のＢオブザーバーです。一言ご挨拶いただいてもよろしい

でしょうか。 

Ｂオブザーバー Ａ病院のＢと申します。令和元年から地域連携係長になってい

ます。今までＣが参加させていただいていました。病院の現状だ

ったり、お伝えできればなというふうに思っていますので、よろ

しくお願いいたします。 

事務局    ありがとうございました。 

       もう一方、基幹型地域包括支援センター職員として、Ｄ委員の後

任になりますＥ委員なんですが、申し訳ございません、本日ご欠

席となっておりますのでご了承ください。 

       それでは、すみません、任期につきまして、今年度９月をもちま

して全委員の任期が終了いたしますことから、Ｅ委員につきまし

ては任期半年間となっております。オブザーバーに関しましては

年度当初に依頼しまして、１年間の任期とさせていただいており

ます。 

       なお、皆様、机上にお配りいたしました名簿につきましては、立

川市のホームページにも掲載いたしますので、改めてご承知おき

くださいますようお願いいたします。 

       続きまして、事務局側の新任職員がおりますので、ご紹介申し上

げます。 

       事務局担当のＦの後任でありますＧでございます。 

Ｇ      Ｇと申します。よろしくお願いいたします。 

事務局    それともう一人、私、Ｈの後任でまいりましたＩと申します。不

慣れではございますが、精いっぱい務めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

       それでは、会長、お願いいたします。 

会長     ありがとうございます。Ｉさん、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

       では、これより令和３年度第１回在宅医療・介護連携推進協議会
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を開催いたします。 

       事務局より本日の事務連絡をお願いいたします。 

事務局    在宅医療・介護連携推進協議会委員11名のうち、本日９名ご出席

いただいております。よって、この協議会は成立していることを

ご報告いたします。 

       本日のスケジュールは、報告事項が10件、協議事項が１件でござ

います。 

       本日の資料、９点ございまして、机上に配付していただきました

次第、それと委員名簿と協議会の要綱、大きい一番分厚い冊子で

ございますオレンジ色の立川市高齢者福祉介護計画、最新号の５

月25日号の広報たちかわで、タイトルが「高齢者の接種を開始し

ました」の広報、それと、事前にお送りしております資料で今回

の協議資料の冊子と、３月30日号の広報たちかわ、タイトルが

「新型コロナウイルスワクチンの接種が始まります」の広報誌と、

４月25日の広報たちかわに載ってありました介護保険のお知らせ

と、おくやみハンドブック、白黒のホチキスどめにしてある資料

でございます。不足等ありましたら挙手でお知らせいただきます

ようお願いいたします。特にございませんでしたか。 

       それでは、本日は、令和３年度初めての協議会となります。新任

の委員もいらっしゃいますので、この協議会の趣旨を改めて確認

してから、本日の議事を開始したいと思います。 

       別紙１と左上に書いてあります立川市在宅医療・介護連携推進協

議会設置要綱をご覧ください。 

       こちらには、当協議会が設置されている理由として、第１条に、

高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活が送ることができる

地域づくりのための在宅医療及び介護の連携の推進を図るためと

記してございます。 

       また、協議事項としては、在宅医療及び介護の連携の推進に関す

ること、認知症施策の推進に関すること、前２号に掲げるものの

ほか協議会が必要と判断した事項に関することと記載してござい

ます。 

       以上を踏まえまして、今年度の協議会を実施してまいりたいと思

いますので、皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

       事務連絡は以上でございます。 

会長     ありがとうございました。 
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       では、議事に入ります。 

       事務局から報告事項の説明をお願いいたします。 

事務局    報告事項のご説明をいたします。 

       本日の報告事項は10件でございます。件数が多いため、初めに１

から３についてご説明いたします。 

       お手元の冊子資料の１ページをご覧ください。 

       報告事項１、４月20日から立川市役所本庁舎に開設いたしました

おくやみコーナーについてでございます。 

       近親者がお亡くなりになり、精神的に落ち込んでいるご遺族の負

担を軽減するために、市役所における手続のご案内を行うもので、

４月20日より市役所１階の市民課と保険年金課の間の窓口に開設

しております。 

       開設当初は、１日に２、３名の方の来庁でしたが、ゴールデンウ

ィーク明け頃からは、多い日で１日７、８名の方が相談にお見え

になっております。 

       現在は、第１段階として、直接市役所に来庁された方にご案内を

行っておりますが、第２段階として、10月５日からは基本予約制

といたしまして、予約をされた際に対象の方の情報を聞き取った

上で、必要な手続を事前に確認しておき、来庁時にはスムーズに

手続が行えるよう検討を行っております。 

       続きまして、報告事項２、在宅要介護者受入体制整備事業につい

ては、高齢福祉課在宅支援係のＪ係長よりご報告をお願いいたし

ます。 

在宅支援係長 在宅支援係長のＪでございます。よろしくお願いいたします。 

       資料２ページ、報告事項の２です。 

       在宅要介護者（高齢者）受入体制整備事業についてご説明させて

いただきます。 

       開始時期は令和２年12月から、東京都の補助金が設置されました

ので10分の10、各区市町村1,000万円までという予算の中で、昨年

12月から開始しております。令和３年度も同じ1,000万円までとい

うことで予算を取りまして実施しております。 

       目的としましては、自宅で家族の介護を受けている高齢者の方、

たくさんおられますが、その介護者の方が新型コロナウイルスに

感染して療養しなければならなくなった場合、介護者が不在とな

りますので、ほかに方法がなければ、高齢者施設で高齢者の方を
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お預かりするという制度になっております。 

       高齢者の施設のほうでクラスターなど起きてしまうと大変なので、

高齢者がＰＣＲ検査マイナスを確認してからということのご利用

になります。 

       対象者等はご覧のとおりになっております。 

       令和２年度12月からの４か月間の施行でしたけれども、相談件数

は28件、利用調整、施設に入所をするための利用調整を実際にし

たのが４件、ただ、利用した件数はゼロ件になっております。施

設入所当日の朝に、高齢者の方が熱発をして入院をした。ＰＣＲ

検査をしたら、１回目の行政検査はマイナスだったんですが、直

前に陽性に状態が変わったという方がいらっしゃったりとかおり

まして、結局はゼロ件でした。 

       令和３年、今日現在、高齢者の方のご相談、ご報告が18名、最近

は、令和３年になってから、高齢者自身の感染の報告や相談より

も、事業所の職員の感染が非常に多くありまして、事業所からの

相談・報告件数が15件というふうになっております。昨年４か月

で28件の相談でしたので、今年度は４月、５月２か月で既に30件

を超えてきておりますので、感染拡大があるなというふうに実感

があります。 

       説明は以上でございます。 

事務局    ありがとうございました。 

       続きましては、報告事項３、資料の３ページになります。 

       新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業についてでございま

す。 

       お手元にございます広報たちかわの臨時号、３月30日号の「新型

コロナウイルスワクチンの接種が始まります」でお知らせを行っ

ております。 

       接種予約は５月６日から開始し、電話、インターネットでの受付

を行っておりますが、電話の混雑などにより予約が取りづらい状

況が続いておりますが、インターネットの予約が分からないとい

った高齢者の方のお問合せもありまして、市役所１階の市民プラ

ザで職員によるご案内を行っているところでございます。 

       健康づくり担当課長から補足等あればお願いいたします。 

健康づくり担当課長 健康づくり担当課長のＫといいます。 

       皆様には、日頃から支援、ご協力ありがとうございます。 
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       ワクチン接種を担当している者ですが、若干今の状況を報告した

いと思います。 

       お手元の広報誌にありますとおり、現在は、高齢者の接種を始め

たところでございます。現在の状況を見ますと、皆さんのところ

にもお声が入っていると思いますが、接種自体は順調なんですけ

れども、予約が取りにくいというお声をたくさん聞いています。

電話がかからない、インターネットが既に予約枠がいっぱいだと

いうことでございます。これにつきまして、市としましては、次

回、６月10日の広報誌で改善策を提示して、実施に移りたいと考

えていますが、今のところの状況をお話しいたします。 

       まず、インターネットが使えない高齢者の方が多いので、電話が

つながりやすくするということで電話の台数を倍増いたします。

今、約二十数台なんですが、40から50台を用意いたします。 

       また、電話１件当たり、おおむね本人確認等予約が完了するまで

20分程度かかっている状況でございます。今までは電話代が発信

者の負担だったんですけれども、立川市側の負担ということでフ

リーダイヤル化を行います。また、ネットは24時間取れるんです

けれども、電話が平日だけということで、土日の電話受付を考え

ているところでございます。こういった形で電話の改善を行いた

いと思います。 

       また、システムの予約につきましては、立川市では２週間先まで

の予約としております。若干ご説明いたしますと、今でこそワク

チンが６月末まで65歳以上２回分が来るということなんですが、

ワクチンの供給というのは先の先まで読めないという状況が基本

的にはあります。２週間先までの確保数を国から市に連絡があり

ますので、そういった面で２週間としています。 

       また、実際の接種をするためには、医療機関、医療スタッフの確

保が必要ですが、確実な確保をして、予約を受けたものを取り消

さないという意味では、２週間先までの確実視ということを重視

して２週間先にしてございます。 

       今のところ、１日当たりの接種の数、例えばスタート時は１日

800人だったものが今は1,000人、これからまた1,200人というよう

な皆さんのご協力によってできますので、ある程度接種体制が整

いましたので、これも６月の中旬をめどに、２回目のシステム予

約というものをできるようにということで考えているところでご
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ざいます。 

       このようなことを踏まえまして、既にこの号にも載せているんで

すけれども、その他の改善策として、今は集団接種会場も四、五

百人の受付なんですけれども、大きな体育館を使わせていただい

て、土日合わせて3,000人ということで行います。 

       あとは、今後、いろんな方の受付なり接種を終えていかなければ

いけないんですけれども、在宅にいて移動できない方ということ

で、医療機関様のご協力によりまして、これにつきましては通常

の予約とは別に、医療機関様のほうで窓口になっていただいて、

医療スタッフが家のほうで接種ができるという体制を開始したと

ころでございます。 

       このような形で、今のところ皆様にご迷惑をかけていますが、国

で言います７月末までに65歳以上の希望する方は、全員が接種で

きるということを目途に行っておるところでございます。 

       今後とも、皆様、現場の中でもお声を聞くと思いますが、私ども

のところにもそのお声を届けていただきまして、市民が安心する

ような接種が円滑に進むように行っていきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

       概略の説明は以上でございます。 

事務局    ありがとうございます。 

       報告事項１から３につきましては以上でございます。 

会長     ただいま事務局から報告事項１から３がありました。 

       私のほうで少し補足させていただきます。 

       立川市の課長がまず最初謝ったことは、僕は逆だと思います。も

っと胸張って仕事していいと思います。立川市は、実は今週まで

に65歳以上の対象者４万5,000人に対して半数の方が１回目の接種

が終わる予定であります。もう実は、各医療機関には、コロナワ

クチン担当理事が発破をかけまして、１週間の本数が日本でもト

ップレベルの市民が受けられる。今、正直言いますと、予約枠が

空いているような状況なんです。これは、ここはちょっと一番問

題なんだけれども、いわゆる予約システムの問題というよりは、

ただ単にきちんと広報を読んでいただいていなかったり、あるい

は各医療機関の先生方が、きちんとしたマニュアルを読んでいな

いので、分かっていないで接種の予約を勝手に受け付けたりとい

うことがあって、市のほうが余計なことをしなきゃいけないから
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進んでいないだけであって、今は集団接種、小学校の体育館なん

かでも今度の日曜日の午後が空いていたり、比較的取りやすくな

っています。最初は予約が取りにくいというクレームがあったん

ですけれども、今は２回目の接種予約を何で取れないんだという

ことが言われ始めて、どうもＳＮＳなどでほかの市と比べていた

方がいたんですけれども、それは非常に大きな間違えで、例えば

１回目を受けて３週間後に予約を取りたくてもわざと取らせない。

なぜかというと、その人が例えば１回目は僕のところで受けたん

だけれども、２回目は違うクリニックで受けたいという人がいた

り、そういう市民が実は３割ぐらいいると言われています。さら

には、その受ける人が、３週間後はちょっと用事があるんで、４

週間後に受けたいとか、その先生が３週間後は健診で休診だった

りするので、違う曜日に変えてほしいということが細かく要望が

ありまして、それに対して立川市のほうでは非常に細かくやって

くださっている。それは本当に頭が下がる思いです。それを市民

の方がもちろん知らないのは当たり前なんですけれども、そのた

びにいろんなクレームをいろんな方々を通じて、医師会だと担当

理事であります私のほうに来るんですけれども、いちいち説明を

しなきゃいけないと、同じ説明を10回しているようなときもある

んですけれども、もう一回皆さん、もう一回広報を見たり、ある

いは医療者のほうはマニュアルを見たりしてきちんと把握するこ

とが今一番大事なんじゃないか。落ち着いてください。ワクチン

はちゃんとありますし、受けられるということ。大規模の接種会

場を、これも理事が市のほうにけしかけて、柴崎体育館に６月、

７月で土日で3,000人という規模で行います。医療者は確保しまし

た。看護師さんたちもＡ病院、Ｌ病院、または訪問看護師さんた

ち、フルにお手伝いいただいて対応いたします。そこで、恐らく

我々の予想では、７月の中旬前には90％以上希望される方がいる

と思いますので、それは受け終わって、７月の中旬の大規模接種

にはもう64歳以下の方をできるんじゃないかという判断をしてお

ります。その分のワクチンを東京都と厚労省には早くよこせと市

のほうが優しく言っているんですけれども、なかなか難しいらし

いんで、理事がちょっと一言言ったら、どうもすぐ出してくださ

るということだったんで、立川市民の方は非常にいいと思います。 

       また、Ｍ委員、ちょっと先ほど僕が小耳に挟んだんですけれども、
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高齢者施設の方の施設の職員も併せてやっているんですけれども、

立川市の場合は、今、64歳以下の前に少し余裕ができたところで、

ヘルパーさんを入れようと考えています。それについては、１番

のルールを我々がつくれないので、国がルールをつくっているこ

とですので、そことの交渉になりますので、もう少しお待ちくだ

さい。慌てないでいいと思います。逆に65歳以上の券が来た方は、

その市で受けていただいて構わないですし、本当にそういう意味

では立川市、今回のことに関しては非常によくやっていただいて

いると思いますので、まだまだ、決して本当に課長、謝ることは

なくて、胸を張っていっていいと思いますので、もう少し頑張っ

てください。お願いいたします。 

       委員の方から何かご質問あれば受けますけれども。 

       よろしいですか。じゃ、次に行きましょう。 

事務局    ありがとうございました。 

       続きまして、報告事項４から６のご報告をいたします。 

       資料５ページになります。報告事項４番、広報たちかわ４月25日

号についてでございます。 

       例年発行してございます介護保険のお知らせでございますが、今

回は、昨年度協議会でもご審議いただきました第８次高齢者福祉

計画を含む記事となっております。 

       また、４月に改定のありました介護報酬改定などを市民の方へ広

く周知を行っております。 

       在宅医療・介護連携につきましては、10月をめどに実施予定のイ

ベントや認知症に関する記事を掲載する予定でございます。 

       続きまして、報告事項５番、認知症初期集中支援チーム事業とア

ウトリーチチーム事業でございます。 

       実績につきましては、中ほどと下段、こちらの資料のほうをご確

認ください。 

       続きまして、７ページになります。報告事項６番、立川市出張暮

らしの保健室についてでございます。 

       立川市訪問看護連絡会へ委託事業としてお願いしておりまして、

昨年度実績につきましては、７ページ中ほどの①にありますとお

り９月９日、高松学習館にて開催いたしまして、「健康食品・サ

プリメントについて」、「新型コロナウイルスについて」をテー

マに28名の方が参加されております。 
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       新型コロナウイルス感染症の影響により、開催回数は減少したも

のの、Ｚｏｏｍを活用したオンラインの開催もあり、旬な関心事

について情報を得られたため、参加者の方からは好評でございま

した。 

       報告事項６について、Ｎ委員より補足説明等ありましたらお願い

いたします。 

Ｎ委員    ありがとうございます。 

       立川市訪問看護連絡会のＮです。 

       日頃、皆様方にはご協力いただきましてありがとうございます。 

       今、ご説明がございましたように、昨年度はコロナの影響で、対

面で今まで行っておりましたので、出張暮らしの保健室、これに

関しましては地域の自治会等で行われている、集まっているとこ

ろに私どもが行かせていただくという形を取っておりましたので、

その集会、集まること自体がなくなっておりましたので、実際に

行われたのはこの１件だけではありましたけれども、オンライン

を活用等しながら、それでもやはりこのときは私が出させていた

だきましたけれども、やはりコロナのことがすごく皆さん不安な

中でというところで少しお手伝いができたかなと思っております。 

       今、拠点型という形で場所を提供いただきまして、話を少しずつ

進めております。まだまだこのコロナ禍ではありますので、どれ

ほどの方のというところではありますが、少し皆様長い目で見て

いただいて、ただこの事業を続けさせていただきたいなと思って

おりますので、今後ともご協力のほど、どうぞよろしくお願いい

たします。 

事務局    ありがとうございました。 

       事務局から報告事項４、５、６につきましては以上でございます。 

会長     ありがとうございました。 

       各委員のほうからご意見等あれば挙手をお願いいたします。 

       特にございませんか。 

       では、次にお願いいたします。 

事務局    ここで、途中ではございますが、申し訳ございません、Ｅ委員が

いらっしゃいましたので、今年度からＤ委員の後任ということで

委員に就任いただきました。 

       一言ご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。 

Ｅ委員    皆様、Ｅと申します。遅れまして申し訳ございませんでした。 
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       この４月に前任のＤ委員、後任ということで、基幹型のふじみ地

域包括支援センターのセンター長になりましたＥと申します。 

       この在宅医療・介護連携推進協議会のほうに参加させていただき

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局    ありがとうございました。 

       それでは、続きまして、残りの報告事項、7から10までは一括で

ご報告いたします。 

       資料の８ページになります。報告事項７番、昨年度の研修・講演

のご報告になります。 

       まず、医療と介護の連携強化に関する介護支援専門委員研修につ

きまして、令和２年度は専門職の底上げを目的に、介護支援専門

員を中心とした研修を実施いたしました。オープンディスカッシ

ョンでは、受講者の方からの感想は資料に一部掲載してございま

すが、ふだんできない貴重な体験だったとの意見が多数寄せられ

ておりました。 

       ２つ目の現場研修では、Ａ病院、Ｏクリニック、Ｐ訪問看護ステ

ーション、Ｑ薬局など、委員の皆様方のご協力をいただきまして、

計８回、13名の方の介護支援専門員の方に受講いただきました。 

       今年度につきましては、今回協議会の審議事項になっております

が、実際に在宅療養されている方への居宅の現場でケアを行うヘ

ルパーさんを中心とした介護職の方々の研修を考えてございます。 

       続きまして、資料の９ページになります。報告事項８番は、看取

り支援事業についてです。 

       令和３年１月30日にオンラインで開催されました看取り支援フォ

ーラムでは、127名の方が参加されまして、ＲクリニックのＳ氏に

よる基調講演、会長のコーディネートによるシンポジウムが開催

されました。 

       参加者からは25件のアンケートの回答があり、こちらも多くの参

加者から大変勉強になったとの感想をいただいております。 

       また、オンラインでの実施については、距離や場所を選ばずに多

くの方が参加できてよかったという感想もございました。 

       講演会につきましては、各生活圏域の包括支援センターの委託事

業として全６回開催され、362名と非常に多くの方にご参加いただ

きました。 

       10月７日、錦学習館で開催されたはごろも地域包括支援センター
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の「日本人の死生観」は、Ｎ委員に講師を務めていただきまして

ありがとうございました。 

       続いて、報告事項９番の多職種研修についてでございます。 

       令和２年８月11日、８月26日の２日、Ｚｏｏｍのウェビナーによ

り、「新型コロナウイルス感染症第二波に備えて」をテーマに184

名の方が参加されました。 

       71名の方からアンケート回答があり、10ページの一番下に記載し

ております今後も取り上げてほしいテーマとして、精神疾患患者

への支援や在宅医療の情報などを挙げられておりました。 

       また、在宅医療病院連携支援研修として、９月から11月にかけて

計４回、８名の方にご参加いただきまして、訪問診療開始時の面

談や、訪問診療に同行して在宅医療と病院連携について受講して

いただきました。 

       11ページの下のほうになりますが、３つ目の看取りに関する実践

講座では、２回の新型コロナウイルス感染症状況報告と６回の実

践講座が開催され、597名と非常に多くの方にご参加いただいてお

ります。 

       12ページになります。報告事項の最後になりますが、10番、立川

市在宅医療・介護資源マップの更新作業についてのご報告となり

ます。 

       平成31年度に続きまして電子版マップの更新を行いまして、医療

機関・介護事業所の情報の更新を行っております。 

       報告事項については駆け足でございますが以上となります。 

会長     ありがとうございました。 

       ただいま事務局からいろいろ報告を受けたんですけれども、何か

補足することはございますでしょうか。 

       看取りに関する実践講座は、東京都と立川市の予算からやらせて

いただきまして、非常にここにいるＮ委員、Ｔ委員、Ｕ委員にも

非常にお世話になりまして、今回はコロナ禍の中ですけれども、

いろいろなことができました。Ｚｏｏｍを使ったものでいろんな

方が参加していろんなご意見も伺えましたし、ケアマネージャー

たちも大分いろんなことに少しずつ力をつけてきたんではないか

と僕個人的には思います。 

       また、本来なら看取りに関する講座であったり、いろんなことの

中にどうしてもコロナということを入れなきゃいけなかった事情
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の中、それが立川市において、いろんな研修を行わずにここでい

ろんなことが知れたということも一つ、Ｚｏｏｍ、あるいはこう

いうウェブ会議のよかったことではないかと思います。 

       さらに、今年度のテーマでは、医療・介護の連携の強化で、実際

の在宅医療の現場でケアを行うヘルパーさんたち、介護職を中心

にした研修を考えようということになりましたけれども、皆さん、

ご意見を今日持ってこられたと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。順番にお聞きしたいと思いますが、まず今日ちょっと欠

席されているお二人の委員からの意見を先に述べさせてもらいた

いと思います。 

       まず、保健所からのＶ委員からは、摂食嚥下について、食事時の

様子の見守り方、在り方、さらには介護職としての可能な範囲で

の感染予防策、これをお願いしたいということは言われています。 

       さらには、Ｌ病院のＷオブザーバーのほうからは、知識として、

認知症の方のケアと観察と理解、あるいは退所者に対する送迎や

倫理面での対応と理解、緊急時の対応、感染に対する知識、安全、

ターミナルケア、高齢者に対する虐待についてなど、技術として

は、やはり車椅子などの移乗の介助、ベッド上の介助、ポジショ

ニング、食事介助、車椅子の操作、歩行介助、衣服の着脱、排泄

の介助などが挙げられて、いわゆる実践ですね。ここの部分も必

要なんではないかとご意見がありました。 

       では、順番からＥ委員、いきなりで申し訳ないですけれども、こ

のテーマについてのご意見をいただきたいんですけれども。 

Ｅ委員    私からも発言というところでは、具体的なケースというよりは、

もしよろしければ報告等でエッセンスとして加えていただければ

と思うんですが、現場で働くヘルパーの方向けということで、今

現在、地域ではヘルパーの人材不足が言われている中なので、非

常にやる気が出るというところで、日頃の仕事が少し評価をいた

だけるような、そんな部分を要素に加えていただけたら大変あり

がたいなと思っております。 

       具体的なテーマということではないんですが、皆様の発言を勉強

させていただければと思いますので、以上とさせていただきます。 

会長     ありがとうございます。 

       では、学識委員のＸ委員、お願いいたします。 

Ｘ委員    私のほうは、皆さん、現場で今携わっている人からは、専門的な
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日常的に必要なことの意見がたくさん出ると思いますので、ちょ

っと違う視点から考えると、地域包括ケアシステム、医療と介護

連携強化事業も、国から自治体に下りてからもう６年以上たつん

ですけれども、当初、この分野で非常に言われていた問題として、

コミュニケーションの問題ということがあって、そのための論文

も結構出ています。コミュニケーションって、もちろん私は外資

系の会社に長く勤めていますので、いろんな国の人たちが周りに

いて、コミュニケーションは同じ会社の中でも伝えるときに、ル

ールがないとなかなか伝わりにくいと。あとはビジネスとしてプ

ロフェッショナルが伝える以上は、ふだんの会話として伝えては

いけないんだということを随分研修されたんですけれども、それ

でコミュニケーションスキルの授業とかもいろいろありまして、

イニシャル・ベネフィット・ステイトメント、最初に伝えるとき

にはなぜなどをちゃんと言って、何点こういうふうに順番に伝え

るんだみたいな、そういうこともいろいろあったんですけれども、

もちろん介護職の人だけでなくて、医療職の人たちとかも全部含

めての話なんですけれども、プロが学ぶようなコミュニケーショ

ンの技術というんですか、医療職から見て介護職から伝えてもら

いたいようなポイントとか、そういうスキルを勉強したらどうか

なというふうにちょっと思いました。 

       もちろん純粋にコミュニケーションの専門家の講義でもいいです

し、ひょっとしたら医療・地域包括ケアシステムに関するコミュ

ニケーションを勉強している人もいるんではないかというふうに

思いますので、そういうことを勉強したらどうかなというふうに

思いました。 

       それと２番目として、より具体的には、一番最初に医療・介護連

携の集合のグループ協議をやったときに、やっぱりコミュニケー

ションの問題が非常に出てきまして、立川市で今、紙レベルで伝

えるものは、小地域のケア会議の中でも伝えるルールがあるらし

いんですけれども、当初、どうやって伝えたらいいかとか、タイ

ミングのことですとか、その問題も随分出たんですけれども、そ

れをもし徹底されているというならもちろんそれでいいですし、

もしかして介護職の人たちが、今回の研修とかでグループワーク

なんかをしながら、その中でもう少しこういうふうに医療職の人

から伝えてほしいとか、介護職のほうからの要望とか、そういう
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ものの話合いができたら、立川市の伝達のルールづくりをみんな

で話し合えたらどうかなと。 

       当初、メールやファクスは医師に躊躇しなくてもいつでもしてい

いんだという話が、その会議では随分あったんですけれども、そ

れが今は現実にきちんとそうなっているのかとか、やっぱりきっ

とメールとかを打っても返事が来なかったとかという話があった

りちらほら聞いたので、その辺のルールをもう一回徹底したい。 

       ３番目としては、今Ｅ委員が言ってくれたこととちょっと近いん

ですけれども、地域包括ケアシステムの中で、ヘルパーさんがな

している役割というのをもう一度全体の自分たちのポジションを

勉強するような、包括的な勉強をして、その上で非常に重要な役

割を担っているということがみんなに分かってもらえるような研

修があればなと。 

       最後、４番目なんですけれども、立川市ではもう既に50人以上の

外国人の介護のヘルパーさんが今働いているんですけれども、そ

ういう人たち、なかなか施設の中で教育を任せていると、仕事が

忙しくて外の初任者研修とか実務者研修に行けないんです。あと

は言葉の問題があるので、先の話になってしまうと思うんですけ

れども、外国人の介護人材への教育もやる機会を提供したり、あ

るいは通訳のサポートとか、そういうのをこの機会に考えてもら

って、今回の研修にもちょっとでいいから参加してみて、皆さん

にも実態を知ってもらいたいなというふうに思いました。 

       以上です。 

会長     ありがとうございました。 

       Ｍ委員、最後にしたい。そのほうがいいよね。 

       Ｔ委員。 

Ｔ委員    歯科医師会のほうでは、現在、ケアマネジャー等施設のほうから、

在宅診療、訪問診療を依頼するときに、もともとかかりつけ医が

いらっしゃって歯科医がいて、その方はすぐにそちらにつなげて

いただければいいんですけれども、そうじゃない方は、一応立川

の歯科医師会の高齢者訪問歯科希望というところがあるんで、そ

このところに電話が行くことになるんですけれども、そこから今

度、うちのほうにそれが回ってきて、僕が一番近くの先生だとか、

その症状によって症例に合った先生を紹介するようなシステムで

取っているんですけれども、どうも介護の方とか、ケアマネジャ
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ーのほうから、歯科医師会のほうに電話をするのがどうも敷居が

高く感じているのかよく分からないんですけれども、ちょっとし

づらいということがあって、その点を何かほかにどういう方法が

あるのかなというふうに歯科のほうでいろいろ今検討を考えてい

るんですけれども、ただ、やはり入り口としては、僕たちが御用

聞きみたいにどうですか、どうですかと聞いて回るわけにいかな

いので、だからやっぱりどこかからこっちにアクセスしていただ

かないとできないんで、何かアクセスするいい方法がないかなと

いうのを考えてはいます。 

       それとあと、保健所のほうのＶ委員のほうから連絡いただいたん

ですけれども、摂食嚥下についての食事時の様子の見守りについ

てというあれがあったんですけれども、これは前からこの委員の

ほうからも言われていたんですけれども、これは症状の重さによ

っていろいろ見守り方とか異なるんで、これは１回講演じゃない

けれども、そういうのをつくっていただいて、いろんなケースに

ついて、実際に僕たちがやっているところをミールラウンドから

スタートして、こういう食形態になってとか、その辺も全部一度

やったほうがいいかなという感じは前からしておりました。それ

でそれに際して有名な偉い先生を呼んできてやったほうがいいの

か、それとも実際に我々が現場でやっているのをやったほうがい

いのか、ちょっとその辺も今、歯科医師会のほうで検討している

ところです。 

       以上です。 

会長     ありがとうございました。 

Ｕ委員    薬剤師会のＵです。 

       私からは、やっぱりヘルパーさんは訪問の回数、１週間に何回も

ということが多かったりとかすると思うので、薬に関しては特に

毎日のことでもありますので、服薬管理のところで気づいた点は、

患者様によっては、飲み忘れだったらいいんですけれども、例え

ばごみ箱に捨てたりとかというのが出てきたりしていて、薬剤師

が訪問していても１週間に１回とかが多いので、なかなか日頃か

らの状況というのは見えにくかったりする場合があるので、そう

いうときに飲み忘れだったり、飲んでいない方がいらっしゃった

ときの連絡の方法、ケアマネジャーさんを通してくるのか、これ

は今すぐ連絡したほうがいいのかなといったときに、かかりつけ
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の薬剤師とかに連絡できる体制というのを、ちょっとこちらとの

連携という意味で研修を一緒に協力できたらいいかなと思ってお

ります。 

       それと、先ほどちょっとＴ委員からもありましたが、食事に関し

ても、薬と食事は密接につながっているところもありますので、

そういう意味でも薬剤師と何か連携ができる、情報交換ができる

体制が今年度できたらいいかなと思っております。 

       以上です。 

会長     Ｙ委員、どうぞ。 

Ｙ委員    Ｙです。よろしくお願いします。 

       自分が一番感じたことをちょっと述べさせていただきたいと思い

ます。 

       実際、今、左が麻痺していてうまく動かないんで、友達にバレエ

の先生がいるんです。その人に聞いたら、頭で考えてああしろ、

こうしろとゆっくり考えてもいいと。それを考えたことを、自分

の悪いほうの足を、足が悪いんですけれども、動かしちゃ駄目だ

というんです。無理に動かそうとすると余計な筋肉に力が入っち

ゃうんで駄目だというんです。そういう話を聞いたんですけれど

も、自分のリハビリの中でやろうと思っているんですが、なかな

かうまくいかないんです。やっと分かったのは、自分、右足はち

ゃんと普通の足なもんで、右足を先生にして先生はどういうふう

な動き方をしているかなというのを歩きながら考えていたら、力

入っていないんです、あまり。脳梗塞という病気は、入れた力が

抜けないから早く動かないんです。それが病気の原因だと分かり

ましたんで、それを気にしながら歩いていたら、３か月か４か月

ぐらいかかったと思うんですけれども、うまく歩けるようになっ

たんです。だから専門家じゃないですよね、バレエの先生ですか

ら。そういう方の話も、意見も聞いたほうがいいんじゃないかな

と思いましたので。 

会長     ありがとうございます。 

       Ｚ委員、お願いします。 

Ｚ委員    私が持ってきた案は、令和２年度の介護支援専門員の研修と同じ

ような感じのオープンディスカッション形式です。それは、利用

者の価値観を中心に、介護の生活を支えるヘルパーさんたち、そ

れから、生きるを支える医療の方たちが、利用者の目線から見る
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と、ちょっとずつ温度差があって、こちらがしてほしいことが、

専門職的にずれが生じることが何回か私の中にはあったので、例

えばケース会議をしていても、何か、あれ、こっちがしてほしい

ことと違うよねということがあるので、そういう現場を研修でち

ょっとやってみる。各事業所から上がってくる問題例を、その事

業所だけの悩みにしないで、立川市全体の悩みにオープンにして、

それでいろんな多職種の目線から利用者の目線も入れて、例えば

振り返ったり、いいことに関してはこれをどんどんよくしていき

ましょう、それからこれはどうしてうまくいかなかったのか原因

を究明してみましょうとか、そういう話合いの場を持つことが大

事かなと思って、今日提案したいと思って持ってきました。 

       市民委員の私も機会があれば、こういう研修の場に参加してみた

いなと思うことを考えてきました。 

       以上です。 

会長     ありがとうございます。 

       今、Ｙ委員とＺ委員、いわゆる市民の方の意見を聞いて、ちょっ

と話を１回ＡＡ委員、ちょっとストップさせてもらったのは、実

は前々から言っているように、今回ケアマネジャーさんとのオー

プンディスカッションをしたときに、必ず成功例ではなく失敗例

とか困った事例を持ってきてくれということを話をしたんです。

Ｎ委員中心にいろいろ話を聞いてもらって、サポートを僕とＴ委

員とＵ委員でやって、やはり今、Ｚ委員が言ったように、失敗例

のほうが実はしゃべりやすいんです。成功例って結構抜けちゃう

んです、皆さん、よかったねで終わって。 

       さっきＹ委員が言ったように、いわゆるほかの職種の言う意見を

聞くことによって、実際に闘病されているＹ委員がこういうふう

に動かせたということを、そのことをほかの人にも知ってもらう

って大事なことですし、それには実は病気のことも、ヘルパーさ

んが少し専門的知識も知っておかなきゃいけないんじゃないかな

と思うところで、確かに今みたいなやり方というのは一ついいか

なと思います。 

       ＡＡ委員、お願いいたします。 

ＡＡ委員   主任介護支援専門員の連絡会でもちょっと意見を募ったので、そ

れもまとめてあります。 

       口腔ケアとかノーリフトみたいな具体的な介護技術の研修という
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のが、介護職の方の達成感を得られるのではないかという意見が

ありました。 

       あとは、介護職の方の気づきに私たち結構助けられて、しょっち

ゅう見ていらっしゃるからこそ気づけたことを基にプランを練り

直したり、医療の方に伝えたりとかというのができているんです

けれども、現場で気づいたこと、介護職の方の気づきがどのよう

に伝達されて、どのようにほかの職種の仕事に生かされているの

かという、仕組みとそれに必要な着眼点についてももう一度確認

できるといいのではないかなと思いました。 

       あと、これはヘルパーさんの研修の話ではあるんですけれども、

さっき、Ｚ委員がおっしゃっていたオープンディスカッションは、

ケアマネジャーにもすごく好評で、できたらまたやってほしいと

いうお話があったので付け加えさせていただきます。 

       以上です。 

会長     ありがとうございます。 

       Ｎ委員、お願いします。 

Ｎ委員    私は、これまで訪問看護連絡会であったり、それから私ども連絡

会、訪問看護のほうを訪問介護の幹事会みたいな集まりのところ

に出させていただいて、勉強会に呼んでいただいたりとかという

ところを通じて思ったところなんですけれども、介護職の方は、

なかなか研修に出てきにくいという印象が私はあります。ですの

で、できるだけ参加しやすく、敷居の低いような研修、今おっし

ゃっていたような技術研修でもいいとは思いますし、それからサ

ービス提供責任者の方を中心にしてみてはどうかな、まずはとい

うふうに私は思いました。いろいろなところで担当者会議ですと

か、そういったものはやはりサ責の方が出席されていることが非

常に多いので、訪問介護の方々はサ責を中心に各事業所が動くん

だなというのを私は感じているので、そういった方々に積極的に

出てきていただけたらいいんじゃないかと思いました。ですので、

そういうサ責の方々の希望を聞いてテーマなども検討していただ

きたいと思います。 

       それから連携を深めるという点では、先ほど言っていたように、

技術的なこともそうなんですけれども、講義形式としては多職種

を知るというか、それぞれの関わっている方々がどんな役割を、

重なってしまいますけれども、担っているのか、どう連携し、生
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きていくんだろうというところを知っていただくような講義がい

いかと思ったのと、やはり私も昨年度までやっていましたケアマ

ネジャーのオープンディスカッションのように、介護職の方が話

せるというところが大事かなと思います。ほかには医師や看護師、

ケアマネジャーさん、薬剤師さん、歯科の先生ですとか、日頃の

疑問に答えるとか、先ほど会長からもありましたように、困った

ときにはこういうふうにしたらよかったねみたいな、何かこっち

でできることがあると、来てよかったなと思えるようなものがい

いかと思いました。 

       それから、あと多職種でのグループワークをぜひお願いしたいな

と、先ほど事例ということが挙がっていたんですけれども、私は

難しく感じるんじゃないかなと思って、何か雑談でもいいから、

まずは顔を合わせませんかと、いろいろな職種が集まるところに、

訪問介護の方々もとても大事なので、ぜひ出てきてくださいとい

うような、Ｚｏｏｍでもいいとは思うんですけれども、私はオー

ル立川でみんなで話しましょうよというような、何かそういう場

を、ちょっとほのぼのじゃないですけれども、温かい感じの研修

だと、どう思いますか、どう思いますかというような研修だと、

どうも引いていっちゃうんじゃないかなと思うので、参加しやす

い研修にしていただきたいなと思いました。 

会長     ありがとうございます。 

       Ｂオブザーバー、お願いします。 

Ｂオブザーバー  ヘルパーさんたちは、一番利用者さんに近い存在だと思いま

すので、一番技術面というところは一緒にやったほうがいいんじ

ゃないかなというふうに思っております。その際に、基本的な移

乗動作とか、ベッド上の体位変換とか、Ｌ病院さんのほうも出さ

れていますけれども、そういう技術的なところと、やはり高齢の

方は誤嚥性肺炎がすごく多いので、摂食嚥下から口腔ケアまで一

連の仕組みというところをＴ委員もおっしゃっていましたけれど

も、講義とか、あるといいと思いました。 

       知識のほうでは、ケアと家事支援というところでは、感染予防が

大事だと思っています。具体的なところにつながったり、高齢、

認知症の対応の仕方というところの共通認識が持てるといいと思

いました。 

会長     ありがとうございます。 
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       いろんな意見がある中、Ｍ委員、最後に。 

Ｍ委員    真正面から介護のところをこうやって取り上げてもらって、本当

にありがたいと思っています。 

       それで、各事業所ごとには、それぞれの研修がしなければならな

い研修というのはあるんです、訪問介護の中に。例えば法令順守

とか認知症、虐待、リスクマネジメント、接遇とか感染症も含め

てあって、それは多分としか言えない、私見ていないから。それ

ぞれの事業所がそれぞれにやっている、技術も含めてやっている

かなと思っているんですが、ただ、立川市全体のヘルパーステー

ションの底上げということなんで、そこに行き着くためにはなか

なか難しいところもあるかなとは思っています。 

       各ステーションはそれなりの努力をして、質的な改善はしている

はずです。それしか言えないんですけれども。ただ、皆さんから

のご意見の中で、私も介護の仕事を二十何年ずっとやっていて、

やっぱり利用者と一番近しい存在。利用者が心置きなく話してく

ださる。ドクターには話せないけれども、看護師さんに言えない

けれども、サービス提供責任者にも言えないけれども、毎日来て

いるヘルパーさんには建前と本音があるけれども、本音は話せる

よと、それは本当にそういう存在なので、安心して在宅で生活を

過ごすためには、やっぱりヘルパーさんの力というのは大事だと

思って、私はそういうふうに思って今までやってきたんですが、

私が一番思っているのは、やっぱり利用者さんの尊厳を守るため

に、介護の理念的な、技術も確かに大事なんです。技術がなけれ

ば、だけれども、そこにある利用者さん、高齢者や認知症の方や

障害者の方をどういうふうな形で見ていくのか、接していくのか

という介護の理念的なものが、一番定義として一番大事かなと思

って、そういうような全体の研修などが市のほうで、でもなかな

か介護職員は集まれるのが本当難しくて、確かにＮ委員が言って

くださったように、まずサービス提供責任者は、ほとんど事務所

に常勤か非常勤でもいるので、そこからでもいいのかなというふ

うには思います。そこからヘルパーに伝えていくということで、

その理念のところだと、あとは今、ターミナルケア、居宅のほう

でもやられているようなので、ターミナルケアについての介護職

の関わり方とか、あとスキルアップは技術の面も入るんですけれ

ども、あと今心配しているのは、地震とか風水害がたくさんあり
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ますので、介護中、そういう人が少しでもあった場合、どこまで

私たちが携わって、どうやって引き渡していく、その辺のところ

ももうちょっと市としても状態を私たちは学びたいなというふう

に思っています。 

       あとは多職種連携で、特に医療関係、一番近しいのは訪問看護の

方々と、利用者さんの体の状況とかを、健康状態を含めて学び合

いたいなと思っていますが、そこで介護職に何を望むのというの

を率直に、例えば会長がヘルパーさんにこんなことを望むよと言

っていただくと、すごくやる気が出る。今、士気が全体として下

がっているんです、コロナで。本当にこういう状態で利用者さん

に会うから、全然笑顔とか見えないし、ということもあって、こ

ういうことを期待していますよとか、望みますよみたいな話が聞

けたらいいねということとか、コミュニケーションの話があった

んですけれども、基本はやっぱりコミュニケーションなんです。

人と人との関係なので、そのコミュニケーションのスキルという

のが欲しいなと思いました。 

       あと、どこの事業所も今一番悩んでいるのは、ヘルパー不足なん

です。職員が集まらない。市のほうでもいろいろ会をしていただ

いているんですが、それでも人が来ないというところで外国人労

働者の話もあったんですけれども、まだ訪問介護は解禁されてい

ないんです、介護保険の中では。在宅はできない。施設はいいん

ですけれども、なっていないという現状の中で、じゃ、どうする

ということで、若い人に介護の仕事の魅力というのを絶対知って

もらいたいなというふうに思っているので、そういう体験授業と

か、あとは出張講座みたいに高校に行って言うとか、そういうこ

とも、定年退職してきた人が介護をやることも大事なんだけれど

も、これから担う人をどうやって獲得していくかというのを考え

ていかないと、本当先詰まり。人が集まらないです。どこの事業

所も同じなので、本当は訪問介護の事業者連絡会の幹事会のよう

な形で、全体の事業所の意見をもっと吸い上げたかったんだけれ

ども、それが今開かれない状況なんで、近しいヘルパーステーシ

ョンとかに聞いたりしながら意見をまとめました。何かもし質問

があったらお願いします。 

       一番今、私たちが困っているのは喀たん吸引、これができるよう

なターミナルになると喀たん吸引が出てくるんですけれども、特
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定の事業者という形になりますので、基本研修は大体持っている

んだけれども、特定の訪問看護で研修を受けてやって、全部４回

全てパスで、東京都に出して戻ってくるまで半年かかる。その間

入れないんです。そういうようなロス的なところがあるのと、あ

とそれに対する経費、ヘルパーさんの研修だとか時間とか、そう

いうのはみんな事業所持ち出し、事業所内でやらなくちゃいけな

いということがあったりして、そういう面での医療的なこともも

う少し改善されればいいのかななんて思いながらいます。 

会長     ありがとうございます。 

       皆さんの意見を交えて総論各論いろいろ必要なのかなと思ったと

きに、例えば各論の部分で、嚥下とか口腔ケアとかに関しては、

例えばユーチューブなんかを作って事業所で見てもらう、事業所

であればパソコンが必ずありますので、そこで例えば昼休みにみ

んなでちょっと飯食いながら見てもらうというような形でも、少

し限定的なユーチューブを作ったりしてやるのもいいのかなと、

東京都の訪問看護協会、あそこだといろんなユーチューブ、僕も

参加させてもらって作って、限定的に見られるようになって、い

ろんな研修が受けられるようになっています。それは一ついいこ

とかなと、各論に関しては。 

       総論に関しては、確かにさっき言ったようなオープンディスカッ

ションもいいのかなと思います。あとＭ委員、時間ですよね、難

しいのは。そこをちょっとどういうふうに考えるかももう少し考

えていいのか、あるいはもしウェブがつながるんであれば、事業

所との間でやるのも一つの手なのかなと思うんですけれども、そ

れはまたおいおい考えていきたいと思います。 

       いろんな意見、今日は本当にありがとうございました。あと一番

大事なのは、ヘルパーさんのやる気スイッチを入れて、モチベー

ションを高めるというところが一番の議題かなとも思われました。 

       本日予定した議題は以上になるんですけれども、ちょっと僕はこ

こで皆さんに意見をお聞きしたいんですけれども、実は立川市が、

今医師会と一緒にやっている休日診療所が、今度移転をすること

になります。場所は、立川のＲＩＳＵＲＵホールの横のところに

１階にドリーム学園と一緒です。その２階にどうも休日夜間診療

所を造ろうと市はしていると。でも、今皆さん分かっているよう

に、例えばインフルエンザだったり、コロナ感染者発熱外来も、
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そんな同じところを通る人が、ドリーム学園の方々と接していい

のかと思われるんです。それだったら別棟に造ったほうがいいん

じゃないかと、車椅子の方を２階に同じところを発熱していると

ころに通すのもどうかと思ってお願いしているんですけれども、

どうですか、市民の方々、やっぱりＹ委員、自分が例えばドリー

ム学園は使わないですけれども、例えば自分が今何かやっている。

例えば将棋を打っているとしましょう。そこの横にゴホゴホせき

がある人、通ってほしくないですよね。やっぱり違う動線で行っ

てほしいと、ともかく一般の方は思いますよね。休日診療所であ

ればということで、できれば市のほうには別棟でお願いしたいと

議事録に書いておけば、多分議員さんが見ますし、これは在宅医

療の方も同じことを使いますので、ぜひお願いしたいなと思いま

す。 

       あとは、本当にコロナワクチンのこと、今ちょうどウイルスのこ

とは始まって、いろいろ皆さん大変だと思います、現場では。さ

らにコロナワクチンのことも大分立川は本当に一生懸命皆さんや

っていますんで、もし皆さんのほうでどこかで話す機会があれば、

立川はすごく進んでいるんだよと、ほかのところと比べるのはあ

まりよくないですけれども、区部ではやっと接種券が来たところ

もあります。そんなようなレベルの中、非常に頑張っていただい

ていますので、まず一つ、その一本の電話が文句を言う電話であ

ればやめてほしいと、そうするとほかの人が予約の電話をかけら

れるんで、そこを市民の人にももう少し分かっていただきたいな

と思うのでぜひ、あとはヘルパーさんたちも、もし予約を取れな

いんだということがあれば、こういうことを皆さんにお知らせい

ただければいいのかなと思います。 

       立川の場合は、在宅療養者に関しては、予約枠とは別に訪問診療

で今ワクチンを打ち始めています。ただ、在宅医療につながって

いない、例えば開業医の先生が指示書を書いている方々なんかは、

今、市のほうと一緒に少し拾い上げをして巡回接種、例えばどこ

どこ団地の集会所にいつ行ってというようなことも考えておりま

すので、そこら辺は慌てないでいいかと思います。 

       私からは以上です。 

       では、事務局のほうから次回の予定を含めてお願いいたします。 

事務局    ありがとうございます。 
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       次回、第２回の協議会となります。 

       昨年度お配りした資料で９月10日金曜日の予定としておりました

が、大変申し訳ありません。式次第の表紙のほうにも書かせてい

ただいたんですが、議会等ほかの日程の調整により、大変申し訳

ございませんが８月20日の金曜日に変更をさせていただきたいと

考えております。既にご予定を入れていただいておりました委員

におかれましては、スケジュールの調整等ご迷惑をおかけいたし

ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

       以上でございます。 

会長     以上で第１回在宅医療・介護連携推進協議会を終了いたします。 

       今日は皆さん、お忙しい中ありがとうございました。 

 

 


